
下記のとおり一般競争入札を行います。

１ 競争執行の日時及び場所

(1)

(2)

２ 競争参加者に必要な資格

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

３ 競争入札に付する事項

４ 仕様説明会

５ 入札書の記載金額

６ 契約金額の端数処理

７ 契約条項、入札条件を示す場所

８ 保証金

(1)

(2)

９ 契約書の作成の要否

10 適用する契約条項

11 入札の無効

　

経 理 部 長 澤 田 和 広

記

日時：令和6年5月13日（月）

（送達による入札書の送付先：〒114-8565　東京都北区十条台1-5-70　海上自衛隊補給本部経理部契約課）

掲 示 第 88 号
令 和 6 年 4 月 19 日

入　　札　　公　　告

分 任 支 出 負 担 行 為 担 当 官
海 上 自 衛 隊 補 給 本 部

当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。

競争参加資格を有する者、又は当該競争参加資格を有していない者にあっては、競争執行日までに競争参加資格審査

予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、

13時30分 （送達による入札書の受領期限は、令和6年5月10日(金)17時必着）

令和０４・０５・０６年度防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の製造」

東京都北区十条台1-5-70　十条駐屯地Ｃ庁舎北棟　海上自衛隊補給本部経理部契約課第１入札室

契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。

予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。

原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を該

「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買

又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

を受け、競争参加資格名簿に登録され、当該競争参加資格を有すると認められる者であること。

防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官（以下「省指名停止権者」という。）又は海上幕僚長から

場所：

の「Ｄ」等級以上に格付けされ、

調 達 要 求 番 号 件　　　　　　　　名

ものとします。

各地

があったものとします。ただし、単価契約の場合には端数処理を行わず原則どおり入札書に記載された書面上の金額の１

００分の１１０（軽減税率対象品目については１００分の１０８）に相当する金額に相当する額をもって申込みがあった

数量･単位 履 行 期 限 履 行 場 所

内訳書
のとおり

内訳書のとおり
艦橋採光装置（防弾ガラス）タイプ
３（新）ほか７件

06-2-5249-6101-1009-00

実施しません。

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０％（軽減税率対象品目については８％）に相当する

額を加算した金額をもって落札価格としますので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問

わず、見積もった金額の１１０分の１００（軽減税率対象品目については１０８分の１００）に相当する金額を入札書に

記載して下さい。ただし、入札書に記載される書面上の金額が消費税法に規定する消費税の課税標準と一致しないものは

除きます。

東京都北区十条台1-5-70　十条駐屯地Ｃ庁舎北棟　海上自衛隊補給本部経理部契約課入札室

遅滞なく契約書の作成を要します。ただし、契約金額が１５０万円を超えず、特約条項の付与もない場合は、請書の

作成をもって代えることができます。

入札保証金及び契約保証金：全額免除とします。

入札書に記載された金額の１００分の１１０（軽減税率対象品目については１００分の１０８）に相当する金額に１円

未満の端数があるときは、その端数金額を切捨てるものとし、当該端数金額を切捨てた後に得られた金額をもって申込み

に相当する金額を違約金として徴収します。

落札者が契約を結ばないときは、落札者が見積もった契約金額（消費税及び地方消費税を含む。）の１００分の５

製造請負契約一般条項

本公告に示した競争参加資格のない者の入札及び入札に関する条件に反した入札は無効となります。



12 その他

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

落札者は「インセンティブ契約制度に関する特約条項」の適用を申し出ることができます。

送達により入札を行う場合は、入札書を調達要求番号、件名を表記した封筒に封入した上、更に当該封筒を封入し、

外封筒に当たる封筒の表面に「入札書在中」の旨を朱書きして、必ず書留、簡易書留、配達記録郵便又は民間事業者

による信書の送達に関する法律に定める信書便のうち書留の郵便物に準ずる取扱いをするものにより､１(1)に示す受

領期限までに送付するものとします。

ＴＥＬ：０３－３９０８－５１２１　 ＦＡＸ：０３－５９２４－７６０３（内線）５６３３　担当：合田

この入札に関する詳細については、海上自衛隊補給本部経理部契約課契約係までお問い合わせ下さい。

なお、この入札における仕様(内訳)書の内容については、要求元担当者までお問い合わせ下さい。
ＴＥＬ：０３－３９０８－５１２１（内線） 5933

で入札を行った入札参加者は、予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって入札を行った入札参加者であっても落札
者としないことがあります。

予算決算及び会計令第８５条の規定に基づく基準により、契約担当官等が予め定めた調査基準価格を下回った価格

に参加申込用紙に記入の上、資格審査結果通知書の写しとともに提出した後、仕様書等を受領して下さい。ただし、

４項に示す説明等がある場合はこれによります。

入札及び契約心得・契約条項は、海上自衛隊補給本部エントランス（十条駐屯地Ｃ庁舎北棟）に掲示するほか、海

上自衛隊オフィシャルサイトにも掲載しています。

調査基準価格を下回った入札が行われた場合、入札執行者は、入札参加者に対して「落札者の決定の保留」を宣言
し、会計法第２９条の６第１項ただし書きの規定により、落札者を後日決定するものとします。

なお、調査基準価格を下回った入札を行った入札参加者は、その後の聞き取り調査にご協力下さい。

入札参加者は、入札日前日（入札日の前日が日曜日、国民の祝日及び休日の場合は、その前の平日とする。）まで


